
尚絅学園ハラスメント等委員会 

 

ハラスメント等の相談について 
セクシャル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント―それは教育、研究活動における信頼関係を崩壊に導く行為

です。尚絅学園では、学生・教職員の勉学・研修の安全、学内環境を守るため、ハラスメント等に関する相談窓口を設け

ています。被害にあったと思ったら迷わず相談を！ 

 

セクシャル・ハラスメントとは？ 

セクシャル・ハラスメントとは、ことばや行為による「性的嫌がらせ」のことです。相手がのぞまない性的なことばの

なげかけ、性的な接触、性的な要求、性的な噂を流すことなどです。相手に対して優位な立場にある人が行うセクシャル・

ハラスメントは特に注意しなければなりません。 

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋学内のハラスメントには次のようなものがあります。＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

 
◇対 価 型                          ◇ジェンダー・ハラスメント 

◎性的な関係を要求するなどして、その相手方の対 ◎男女の固定的性別役割分業による性差別を行う 

応により不利益を与えるもの。 もの。 

（例）①推薦状を書くことを条件に、食事に誘う。 （例）①「女子学生は大学院に進んで学問を続ける 

   ②誘いを拒否した学生に、必要以上にくり より、結婚した方が幸せだ。」「就職は相手 

返し卒業論文の書き直しをさせる。 を見つけることが第 1目標だよ。」などの 

 発言をする。 

◇地位利用型 

◎優位な地位を利用して、性的な要求や誘いなど 

をするもの。 ◇アカデミック・ハラスメント 

（例）①個人指導と称して、特定の学生を頻繁に ◎アカデミック・ハラスメントとは、大学の環境 

研究室に呼び出す。 や人間関係を利用して行われ、相手に不快感を与 

   ②再試験を受けたばかりの学生を飲みに誘い、 える行為（セクシャル・ハラスメントを除く）で 

カウンターで隣に座ったその学生の体に触る。 す。 

   ③ゼミのコンパで、教員が学生の席を自分 （例）①教室の中で学生が教員からいわれなく「馬 

の隣に指定してお酌をさせる。 鹿者」呼ばわりされる。 

 ②学生同士の多数者による少数者のいじめ 

◇環 境 型 （たとえば一気飲みの強要や様々な偏見に 

◎性的言動や行動で、教室、研究室や事務所等の 基づく侮辱。） 

雰囲気を著しく悪化させるもの。 

（例）①研究室の壁にヌード・ポスターが貼って 

あり、不快感を与える。 

   ②恋人はいるか、性経験はあるかなどを尋ねる。 

   ③性差別的な発言をくり返す。 

 

 相手の言動であなたが傷つけられたと感じたら、一人で悩まないで、相談員又は相談窓口まで御連絡ください。 

  

どんな些細なできごとでも結構です。相手にとっては悪気がなく、冗談や軽い気持ちから生じたことばや行為であっても、

あなたがそれにより不快な思いをしたのなら、相手にそのことを伝えることは大切です。セクシャル・ハラスメント等の

被害によって、心の傷を引きずって、人間不信などにおちいることのないよう、早めの解決が必要です。 

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

尚絅学園ハラスメント等相談員 
相談員はあなたの話しを聞き、どんな対応方法があるか説明するなど、問題解決に向けてのお手伝いをします。 

≫相談方法 

①相談員のうち、あなたが相談しやすい方に、電話あるいはメールで、相談に行く日時の予約を取ってください。 

 ②面談だけでなく、手紙・ファックスなどでも受け付けていますので、最も利用しやすい方法で相談してください。 

なお、メールは秘密厳守の観点から相談の予約のみにしてください。 

≫秘密の厳守 

①プライバシー保護のため、あなたの名前や相談内容は決して外部にもらしませんので、安心して相談してください。

匿名の投書などは必ずしも問題の解決につながりません。 

②また、相談したことによって不利益を受けることは決してありません。 

≫解決の手続き 

①相談員は相談者の悩みを親身になって聞き、問題解決のためにとるべき方法（調停や救済）について説明し、相談

者が納得のできる方策を一緒に考えます。 

②必要に応じて調査委員会あるいは調停委員会が設置され、公正な調査と審議が行われます。 

③ハラスメント等の事実が確認された場合には、相手方は就業規則および学則による処分の対象とされます。 



ハラスメント等への対応フロー図
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（九品寺キャンパス） 

所属等 氏名 電話 メールアドレス 

庶務会計課 吉田 貴 362-2011、内線(303) yoshida@shokei-gakuen.ac.jp 

庶務会計課 荒木 佐江 362-2011、内線(300) araki@shokei-gakuen.ac.jp 

学生支援課 村上 悠 362-2011、内線(325) haruka@shokei-gakuen.ac.jp 

学園事務局 長谷川新吾 364-0116、内線(203) hasegawa@shokei-gakuen.ac.jp 

中学・高等学校 重信 弘子 366-0295、内線(650) sigenobu@shokei-gakuen.ac.jp 

中学・高等学校 澤田 衣里 366-0295、内線(224) sawada@shokei-gakuen.ac.jp 

中学・高等学校 起田 裕子 366-0295、内線(228) － 

 

（武蔵ヶ丘キャンパス） 

庶務会計課 松本 敏昭 338-8840、内線(119) matsumo@shokei-gakuen.ac.jp 

教務課 菊川 智志 338-8840、内線(102) kikukawa@shokei-gakuen.ac.jp 

学生支援課 宮本 文華 338-8840、内線(221) fumika@shokei-gakuen.ac.jp 

入試課 古澤 洋平 338-8840、内線(117) frusawa@shokei-gakuen.ac.jp 

附属こども園 今村和可奈 338-6771、内線(162) y_wi@shokei-gakuen.ac.jp 


